
委任状（住所異動届と別の日に行う場合の様式） 

 

         【問い合わせ先】 

掛川市役所 市民課 住民記録係 TEL 0537-21-1141 

大東支所 市民窓口係 TEL 0537-72-1118 

大須賀支所 市民窓口係 TEL 0537-48-1003 

委任する本人がすべて記入してください。消えるボールペンで書かないでください。 

個人番号通知書・個人番号カード用 委任状 

 

掛川市長 宛                       令和  年  月  日 

委

任

す

る

者 

住    所 
掛川市               

方書（                          ） 

氏    名  

生 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和・西暦    年    月    日生 

昼間の連絡先 

（電話番号） 
（     ）    －      （自宅・携帯・職場・その他） 

 私は、下記の代理人に、次のことを委任します。 

  1. 個人番号カードの返納、個人番号カードの紛失・廃止届 

     返納・廃止の理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

  2. 個人番号カードの一時停止解除届（※） 

     一時停止解除の理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_  

    （※一時停止解除をすると以前の署名用電子証明書が失効されます。代理で再発行する場合は、 

事前に市民課へお問い合わせください。） 

 

  3. 個人番号通知書の受け取りに関すること 

代 

理 

人 

住    所 
 

方書（                          ） 

氏    名  

続柄・関係 親・子・祖父母・孫・兄弟・友人・同僚・その他（          ） 

（注意事項） 

① 該当項目に丸をしてください。 

② 委任状に不備がある場合は、受付できません。 

③ 代理人の本人確認書類をお持ちください。（免許証やマイナンバーカード等（顔写真付き）１点）  

④ 個人番号カードの住所地の記載変更届、在留期間変更届の代理人手続きについては市

民課へお問い合わせください。 

⑤ 虚偽の申請などの不正行為は、法により罰せられます。 



委任状（住所異動届と別の日に行う場合の様式） 

 

         【問い合わせ先】 

掛川市役所 市民課 住民記録係 TEL 0537-21-1141 

大東支所 市民窓口係 TEL 0537-72-1118 

大須賀支所 市民窓口係 TEL 0537-48-1003 

委任する本人がすべて記入してください。消えるボールペンで書かないでください。 

記載例   個人番号通知書・個人番号カード用 委任状 

 

掛川市長 宛                       令和 ５ 年 ８ 月 ８日 

委

任

す

る

者 

住    所 
掛川市長谷１丁目１番地の１ 

方書（  長谷アパート 101号                ） 

氏    名 掛川 太郎               

生 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和・西暦  元 年 １ 月 １ 日生 

昼間の連絡先 

（電話番号） 
（０５３７）２１－１１４１  （自宅・携帯・職場・その他） 

 私は、下記の代理人に、次のことを委任します。 

  1. 個人番号カードの返納、個人番号カードの紛失・廃止届 

     返納・廃止の理由：＿＿＿＿＿＿紛失したため＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___ 
 

  2. 個人番号カードの一時停止解除届（※） 

     一時停止解除の理由：______________________________________________ 

    （※一時停止解除をすると以前の署名用電子証明書が失効されます。代理で再発行する場合は、 

事前に市民課へお問い合わせください。） 

 

  3. 個人番号通知書の受け取りに関すること 

代 

理 

人 

住    所 
 掛川市三俣 620番地  

方書（                        ） 

氏    名   掛川 一子 

続柄・関係 親・子・祖父母・孫・兄弟・友人・同僚・その他（          ） 

（注意事項） 

① 該当項目に丸をしてください。 

② 委任状に不備がある場合は、受付できません。 

③ 代理人の本人確認書類をお持ちください。（免許証やマイナンバーカード等（顔写真付き）１点）  

④ 個人番号カードの住所地の記載変更届、在留期間変更届の代理人手続きについては市

民課へお問い合わせください。 

⑤ 虚偽の申請などの不正行為は、法により罰せられます。 


